
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業・不動産・配当・譲渡等（株式・土地建物等）・雑・退

職所得等、損失、予定納税などがある場合の確定申告書作成の

操作手順を説明します。 

 

 

 



 

 

  

 

～ この操作の手引きをご利用になる前に ～ 
 

 

 
 

この操作の手引きでは、確定申告書の作成方法をご説明しています。 

操作を始める前に、以下の内容をご確認ください。 

 

・ 共通の操作の手引きの確認 

入力方法などを説明した「（共通）e-Tax で送信するための準備編」、又は「（共通）書面

提出（印刷して提出）するための準備編」を確認されましたか？ 

・ パソコンなどの環境 

「e-Taxを行う前の確認」画面又は「申告書等印刷を行う前の確認」画面に記載した利用

環境を満たしていますか？ 

・ 入力に必要な書類等 

「入力方法選択」画面のご利用ガイドの中の「入力に必要な書類」をクリックして、どの

ような書類等が必要かを確認されましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この操作の手引きでは、確定申告書作成の主要な流れをご説明しますので、

詳細な入力方法については、「医療費控除の入力編」などをご覧ください。 

なお、画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 
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1 作成開始 

1.1 「入力方法選択」画面 

       確定申告書等作成コーナートップ画面において、「作成開始」ボタン又は「過去の年分のデー

タ利用」ボタンから開始し、住所・氏名等の共通情報の入力又は取得後、「所得税コーナー」

を選択すると、この画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「左記以外の所得のある方」欄の「➡作成開始」ボタンをクリックし、２ページ「2 『申告

書の作成をはじめる前に』画面（提出方法選択等）」へ進みます。 

 

1.2  決算書・収支内訳書作成コーナーから遷移してきた場合 

        決算書・収支内訳書作成コーナーの最後の画面（「印刷した後の作業について」と表示され

ている画面）で「所得税の確定申告書を作成する」ボタンをクリックして進んできた場合に

は、上記画面ではなく、「申告書の作成をはじめる前に」画面へ遷移します。 

 この場合は「青色申告決算書・収支内訳書を作成した後に確定申告書を作成する手順編」

をご覧ください。 
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2 「申告書の作成をはじめる前に」画面（提出方法選択等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申告書の提出方法を選択します。 

    なお、あらかじめ選択された提出方法が表示されていますので、変更する場合は選択し直し 

 てください（事例では、「e-Taxにより税務署に提出する。」が選択されています。）。 

② 申告の種類について、該当する場合にチェックを付けます。 

  なお、あらかじめチェックが付いている場合がありますので、確認してください。 

③ 「申告される方の生年月日」を入力（既に表示されている場合は確認・訂正）します。 

④ 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックし、「収入金額・所得金額の入力」画面へ進みま

す。 

※ この画面以降の所得・所得控除に関する入力画面について、「申告書の様式をイメージした

入力画面で申告書を作成する」にチェックを付けた場合は、以前の入力フォームをご利用いた

だけます。 

 

利用者識別番号の取得や利用者識別番号から情報を検索した後に、続けて

申告書等の作成を行っている場合は、提出方法選択及び申告される方の生年

月日が入力された状態で表示されます。 
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3 収入金額・所得金額、所得控除や税額控除などの入力 

    「収入金額・所得金額の入力」、「所得控除の入力」、「税額控除・その他の項目の入力」の順に

画面が進みますので、各画面の該当する項目から入力します。 

（「収入金額・所得金額の入力」画面） 

 

 

                                            

                      （「所得控除の入力」画面） 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

（「税額控除・その他の項目の入力」画面） 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

① 選択された提出方法及び青色区分が表示されます。 

② 作成コーナーの入力例をご覧になりたい場合は、クリックしてください。 

 

 

 

   

 

 

 

     事業所得等の全ての種類の所得が入力できます。 

所得や控除などの項目の横にある  をクリックすると、その項目に関連す 

るよくある質問をご覧いただけます。 

 各画面の表の右側の   をクリックすると、入力内容から自動計算された 

所得や控除などの計算方法を確認することができます。 

① e-Tax で青色申告 

 

 
② e-Tax    ③ 書面提出 
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  3.1  「収入金額・所得金額の入力」画面   

    この画面から、収入金額・所得金額の入力を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 入力したい所得の「入力する」ボタンをクリックすると、各所得の入力画面に移動しますの

で、必要事項を入力します。 

   入力終了後、上記の画面に戻りますので、入力したい所得が複数ある場合には、続けて他の

ボタンをクリックし、入力してください。 

   入力済みの所得は、「訂正・内容確認」ボタンをクリックして訂正することができます。 

 ② 入力内容から計算した所得金額が表示されます。 

 ③ 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックすると、「所得控除の入力」画面へ進みます。 

 ④ 決算書・収支内訳書の作成を開始したい場合には、「決算書・収支内訳書作成コーナーへ」

ボタンをクリックすることにより、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動することができま

す。詳しくは、８ページ「４ 決算書・収支内訳書を作成したい場合」をご覧ください。 

※ 「※」部分に係る収入・所得等の入力方法については、各入力編をご覧ください。 
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 3.2  「所得控除の入力」画面 

    この画面から所得控除の入力を行います。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力したい所得控除の「入力する」ボタンをクリックすると、各所得控除の入力画面に移動

しますので、必要事項を入力します。 

   入力終了後、上記の画面に戻りますので、入力したい所得控除が複数ある場合には、続けて

他のボタンをクリックし、入力してください。 

   入力済みの所得控除は、「訂正・内容確認」ボタンをクリックして訂正することができます。 

 ② 入力内容から計算した所得控除の金額が表示されます。 

 ③ 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックすると、「税額控除・その他の項目の入力」画面

へ進みます。 

 

※ 「※」部分に係る所得控除の入力方法については、各入力編をご覧ください。 
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3.3  「税額控除・その他の項目の入力」画面 

    この画面から税額控除やその他の項目の入力を行います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力したい税額控除やその他の項目の「入力する」ボタンをクリックすると、各項目の入力

画面に移動しますので、必要事項を入力します。 

   入力終了後、上記の画面に戻りますので、入力したい項目が複数ある場合には、続けて他の

ボタンをクリックし、入力してください。 

   入力済みの項目は、「訂正・内容確認」ボタンをクリックして訂正することができます。 

 ② 入力内容から計算した控除額などが表示されます。 

 ③ 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックすると、「計算結果確認」画面へ進みます。 

 

※ 「※」部分に係る控除の入力方法については、各入力編をご覧ください。 
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3.4  「計算結果確認」画面 

    「収入金額・所得金額の入力」、「所得控除の入力」、「税額控除・その他の項目の入力」の各

画面で入力した内容を基に計算した結果を申告書の様式で表示します。 

 

これまでに入力した内容につい

て訂正や追加、削除を行いたい場合

には、「収入金額・所得金額」、「所

得控除」、「税額控除・その他の項目」

の各入力画面に戻って入力を行い

ます。入力したい内容に応じたボタ

ンをクリックすることで、それぞれ

の画面に戻ります。 

 

①収入金額・所得金額を修正したい

場合 

    

 

②所得控除を修正したい場合 

    

 

③税額控除・その他の項目を修正し

たい場合 

    

「延納額の入力」ボタンを

クリックすると、延納届出額

の入力画面が表示されます。 

なお、還付の場合には、「延

納額の入力」ボタンは表示さ

れません。 

 

入力内容を基に計算した納付する

金額又は還付される金額を表示しま

す。 

 

①納付の場合 

 

 

 ※ 納付する金額が 2,000 円以

上の場合には、延納の届出につ

いての説明が金額の下に表示さ

れます。 

 

②還付の場合 
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4  決算書・収支内訳書を作成したい場合 

決算書・収支内訳書の作成を開始したい場合には、「収入金額・所得金額の入力」画面の左下

にある「決算書・収支内訳書作成コーナーへ」ボタン         をクリックすること                                

により、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動することができます。 

この場合は「青色申告決算書・収支内訳書を作成した後に確定申告書を作成する手順編」を

ご覧ください。 

なお、決算書・収支内訳書作成コーナーの操作方法については、決算書・収支内訳書作成コー

ナーの操作の手引きをご覧ください。 

 

5 収入金額・所得金額や控除等を入力し、計算結果の確認が終了した場合 

「計算結果確認」画面で計算結果の確認終了後、画面右下の「次へ＞」ボタンをクリックし、

「住民税等入力」画面（財産債務調書を作成する場合は９ページ「6 『財産債務調書』を作成

する場合」、それ以外は 11ページ「7  『住民税等入力』画面」）へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

6  「財産債務調書」を作成する場合 

 各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合、「住民税等入力」画面に「財産債務調書に

ついて」が表示されます。 

 

 【各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合の画面】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   基準に該当する場合は、「該当する」をチェックし、「財産債務調書を作成する」ボタンをク

リックします。 

  ※ 基準に該当する方でも後で作成する場合は、「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックして

ください。 

 

各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合、「財産債務調書について」 

 は表示されません。 

 

【各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合の画面】 
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「財産債務調書の入力」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  財産及び債務の入力を行います。 

②  国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額等の入力を行います。 

③  入力終了後、「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックすると、「住民税等 

入力」画面に戻ります。 
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7  「住民税等入力」画面 

 「住民税・事業税に関する事項」（申告書Ｂ）の入力・確認を必要に応じて行ってください。 

① 次の方は、入力が必要となる場合がありますので、ご確認ください。 

※ 収入金額・所得金額や控除等の入力画面において入力した内容を引き継いでいる場合があります。  

・ 給与・公的年金等のほかに所得がある方 

・ 16歳未満の扶養親族がいる方 

・ 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者がいる方 

・ 配当所得等がある方 

・ 事業所得や不動産所得がある方 

  ② 次の方は、「収入金額・所得金額の入力」画面で入力した内容に応じ、住民税に関する 

事項が自動的に表示されますので、ご確認ください。 

 ・ 株式等譲渡所得割額控除額がある方 

 

        【各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合の画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        【各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合の画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「住民税・事業税に関する事項」ボタンをクリックします。 
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  「住民税・事業税に関する事項の入力」画面が表示されます。 
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① 該当の項目を入力してください。 

  なお、「２ 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目」は控除画面で入力した 

 内容に応じ自動表示されていますので、表示内容を確認し、表示内容に不足等が 

 ある場合は、追加で入力してください。 

② 「収入金額・所得金額の入力」画面で入力した内容に応じ、自動で表示される場 

 合があります。 

③ 入力・確認の終了後、「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックします。 

 

 

「住民税等入力」画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックし、14ページ「8 『住所・氏名等入力』画面」

へ進みます。 
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8  「住所・氏名等入力」画面 

8.1  「住所・氏名等入力」画面の説明 

   住所や氏名などを３画面に入力します。 

   なお、開始届出書を送信、又は利用者識別番号から情報を検索してそのまま所得税及び 

復興特別所得税の確定申告書を作成されている場合や、決算書・収支内訳書作成コーナー 

から移動してきた場合などは、住所・氏名等があらかじめ表示されていますので、不足部 

分の入力を行ってください。 

 

 

郵便番号を入力し、「郵

便番号から住所入力」ボタ

ンをクリックすると、住所

及び税務署名が自動的に

入力されます。 

  

住所の続きを入力します。 

郵便番号から住所が検索

できなかった場合は、「市区

町村選択」ボタンをクリック

すると、都道府県及び市区町

村を選択でき、「都道府県市

区町村」欄に反映されます。 

  

「氏名をコピー」ボタンを

クリックすると、「氏名」欄

の名前をコピーして「世帯主

の氏名」欄に表示し、「続柄」

欄に「本人」と表示します。 

  

平成30年1月1日における

住所について選択します。 

 

 提出先税務署を選択します。 

※ 郵便番号から住所を検索

した場合などは、自動的に表

示されています。 

 氏名などを 

入力します。 

納税額などが表

示されます。 

15ページ8.2参照 
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 8.2  納付の場合 

    納付となった場合には、「住所・氏名等入力（３／３）」画面に次のとおり表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 利用者識別番号から取得した情報に振替金融機関がある場合 

     上記【振替納税の納付方法欄】が下図のとおり表示されます。 

 

 

 納税額、納付方法及び納期限等が表示されます。 

※ 振替納税を初めてご利用になる場合には、振替依頼書

の提出が必要です。 

このボタンをクリックすると、振替依頼書の入力フォームが

表示されます。 

詳細は 16 ページをご覧ください。 

ご利用中の振

替金融機関が表

示されます。 

表示されたご利用中の振替金融機関を変更され

たい場合には、こちらのボタンをクリックすると、

変更届出の入力フォームが表示されます。 

なお、振替依頼書は、e-Tax で送信でき

ません。書面で出力後、氏名を自署してい

ただき、金融機関へのお届け印を押印の上、

申告期限までに所轄の税務署にご提出くだ

さい。 
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振替納税を初めてご利用になる場合には、申告期限までに申告書とともに

振替依頼書を提出する必要があります。 

作成コーナーにおいて、振替依頼書を作成することができます。 

 

 

 

 

①  「振替依頼書を作成する」ボタンをクリックすると、下の「振替依頼

書等の作成」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  必要事項を入力します。 

③  「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックすると、「住所・氏名等入力」

画面へ戻ります。  

      ※ 「振替依頼書」は、e-Tax で送信できません。 

書面で出力後、氏名を自署していただき、金融機関へのお届け印を押印の上、 

申告期限までに所轄の税務署にご提出ください。 

 

  

 

 

8.3  還付の場合 

    還付となった場合は、「住所・氏名等入力（３／３）」画面に次のとおり表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

還付金額が表示されます。 

還付金受取方法を３つの中から

選択します。 
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● 「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」を選択した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「ゆうちょ銀行への振込み」を選択した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取り」を選択した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4  納付が 0円の場合 

    納付が 0円となった場合は、「住所・氏名等入力（３／３）」画面に次のとおり表示されます。 

 

    

   

「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込

み」を選択した場合に表示されます。 

金融機関・支店名等を入力してください。 

「ゆうちょ銀行への振込み」を

選択した場合に表示されます。 

記号・番号を入力してください。 

「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口で

の受取り」を選択した場合に表示されます。 

各店舗名又は郵便局名を入力してください。 

0 円と表示されます。 
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9 申告内容の入力終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ＞」ボタンをクリックしてください。 

 

10 マイナンバーの入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表示されている方のマイナンバーを入力し、入力が終了したら「申告書等作成終了 次

へ＞」ボタンをクリックし、次へ進みます。 

  e-Taxにて送信される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー「（所

得税及び復興特別所得税）e-Taxで送信する方法編」をご覧ください。 

 


